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過
敏
性
腸
症
候
群

ム
を
作
る
こ

と
が
大
切
で

す
。
食
べ
す

ぎ
飲
み
す
ぎ

は
お
腹
に
負

担
を
か
け
ま

す
。
腹
八
分

目
に
し
ま
し
ょ
う
。
喫
煙
や
ア
ル
コ
ー
ル

の
多
量
摂
取
は
避
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

過
度
の
心
配
を
し
す
ぎ
な
い
こ
と
も
大
切

で
す
。

　

薬
物
療
法
に
は
、便
通
を
整
え
る
薬（
腸

運
動
調
整
薬
、
合
成
高
分
子
化
合
物
）
や

腹
痛
、
下
痢
、
便
秘
を
和
ら
げ
る
薬
（
整

腸
薬
、腸
運
動
抑
制
薬
、下
剤
、鎮
痙
薬
）、

精
神
的
な
緊
張
を
解
く
た
め
の
薬
（
抗
う

つ
剤
、
抗
不
安
薬
）
な
ど
が
用
い
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
ス
ト
レ
ス
を
和
ら
げ
る
た
め

に
、
自
己
睡
眠
療
法
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た

状
態
を
作
る
自
立
訓
練
法
な
ど
の
心
理
療

法
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

慢
性
的
な
便
通
異
常
の
中
に
は
、
大
腸

が
ん
や
炎
症
性
腸
疾
患（
潰
瘍
性
大
腸
炎
、

ク
ロ
ー
ン
病
な
ど
）
の
よ
う
な
大
き
な
病

気
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

一
人
で
悩
ま
ず
、早
め
に
医
療
機
関（
消

化
器
内
科
、
胃
腸
科
、
心
療
内
科
）
を
受

診
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
（
社
団
法
人 

鴻
巣
市
医
師
会
）

　

仕
事
中
や
授
業
中
、
緊

張
す
る
と
お
腹
が
痛
く
な

り
ま
せ
ん
か
。
誰
に
も
相

談
で
き
ず
に
一
人
で
悩
ん

で
い
ま
せ
ん
か
？
こ
の
よ

う
な
症
状
を
お
持
ち
の

方
は
、
過
敏
性
腸
症
候
群
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
過
敏
性
腸
症
候
群
は
、
腹
痛
と
下
痢

や
便
秘
を
繰
り
返
し
、
検
査
を
し
て
も
原

因
が
み
つ
か
ら
な
い
病
気
で
す
。
腹
痛
の

あ
と
下
痢
便
が
出
る
も
の
、
便
意
を
催
す

回
数
が
多
い
も
の
（
神
経
性
下
痢
）、
腹

痛
を
伴
い
ウ
サ
ギ
の
糞
の
よ
う
な
コ
ロ
コ

ロ
し
た
便
が
出
る
も
の
（
便
秘
型
）、
腹

痛
と
下
痢
や
便
秘
を
繰
り
返
す
も
の
（
交

代
性
便
通
異
常
）
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
大

部
分
の
方
が
、
精
神
的
な
不
安
や
過
度
の

緊
張
な
ど
の
ス
ト
レ
ス
が
引
き
金
と
な

り
、
自
律
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
が
乱
れ
、
排

便
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
崩
れ
て
過
敏
性
と
な

り
ま
す
。
休
日
や
遊
ん
で
い
る
と
き
に
は

あ
ま
り
症
状
が
出
ま
せ
ん
。
ス
ト
レ
ス
社

会
の
現
代
で
は
、
誰
も
が
な
り
得
る
病
気

で
す
。
ス
ト
レ
ス
の
多
い
20
歳
代
女
性
や

30
〜
40
歳
の
働
き
盛
り
の
方
に
多
く
見
ら

れ
ま
す
。

　

治
療
の
前
に
ま
ず
、
食
生
活
及
び
生
活

習
慣
の
改
善
が
必
要
で
す
。
朝
食
を
抜
か

ず
に
３
食
き
ち
ん
と
食
べ
て
食
事
の
リ
ズ

健康生活健康生活
いき

いき

　市民の皆さんからお寄せいただいた手紙等を
ご紹介します。
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（Ａさんからの手紙）
　現在障がい者施設に入所しています。諸事情で、特別の寝具が必要で
すが、施設では用意してくれません。補装具は、障がい者への補助対象
になっていますが、日常生活用具である寝具は、補助対象になっていま
せん。補助の対象にできないでしょうか。
（市長からの回答）
　障害者自立支援法に基づく事業のうち、市町村が実施主体の地域生活
支援事業については、地域で生活する障がいのある方の日常生活を支え、
ニーズに応じた利便性の高いサービスを提供することとされています。
この地域生活支援事業のうち、日常生活用具の給付事業については、重
度障がい者（児）の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付す
ることにより、福祉の増進に資することを目的としています。
　事業の趣旨を踏まえ、市では、鴻巣市重度障害児・者日常生活用具給
付等事業実施要綱を策定し、在宅生活を送る重度障がいのある方に対し、
自立生活支援用具等の日常生活用具の給付事業を実施していますが、こ
の要綱は平成12年に制定されたものであり、当時は国の在宅福祉事業補
助金の対象となっていたものです。時代が移り、現在は障害者自立支援
法の規定による市町村事業の一つになったものですので、再考を要する
ものであると考えます。そこで、今年度中に見直しに向けた検討を行い
ます。（担当：障がい福祉課）

問い合わせ
広聴広報課
（内線2013）

議長・副議長・監査委員
が選出されました
　平成22年６月定例議会におい
て、議長に加藤正二氏、副議長
に小暮一氏、監査委員に中島清
氏が選出されました。

副議長
小暮　一氏

監査委員
中島　清氏
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